
簡略化アセス⇛⼤気汚染に関する現地調査の省略
＝既設の測量所や⽂献調査のみ

・簡略化の要件を⼤気汚染についても満たしていない。

・測量所で環境基準を超える地点があるから、
その測量所について個別に現地調査する必要がある。

・⾼い値になりそうな地点を現地調査する必要がある。
・学校や病院を現地調査する必要がある。

・１時間値しか予測していない。⽇や年について予測していない。
・予測地点を限定している。

⼤気汚染に関する簡略化アセスの違法性




